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現経営計画の改定に係る検討状況について

○ 現経営計画は、第７次医療計画（現岩手県保健医療計画）の内容を踏まえるため、医療計画から１年遅れの令和元年度から
令和６年度までを計画期間とし策定している。（令和３年度に中間見直しを実施）

○ 次期経営計画も、第８次医療計画（次期岩手県保健医療計画）や、公立病院経営強化ガイドラインの内容を踏まえ、令和７年
度から６か年を計画期間とし、令和６年度に策定する。

○ なお、ガイドラインを踏まえ、令和５年度中に対応が必要と考えられるもの（新興感染症、デジタル化、医師の働き方改革への
対応等）については、先行して今年度中に現経営計画を改定して対応することとし、次の１～３の内容を現経営計画の実施計
画に追加する。

１ 新興感染症への対応について
新興感染症の発生及びまん延時における医療については、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

に基づき、令和５年度中に策定予定の予防計画等に沿って、病床、発熱外来、自宅療養者等への医療の確保等に関する協
定を締結し、公立病院としての役割を地域で果たしていく。

２ 医療現場のデジタル化について
20病院への電子カルテの導入等、これまでの取組実績を踏まえ、医療の質の向上、働き方改革の推進及び病院経営の効

率化に向けて次の取組を進めていく。
○オンライン診療の導入 ○電子処方箋、診療報酬改定DX等 ○電子カルテのデータ標準化や機能強化
○国が進める医療情報プラットフォームの状況等を踏まえた診療情報共有の取組への参画
○セキュリティ対策の徹底

３ 医師の働き方改革について
医師の時間外労働規制が令和６年度に開始されることや、医師のワークライフバランスを考慮し、業務の負担軽減を図るた

め、次の取組を進めていく。
○勤務時間管理システムによる労働時間の適正管理 ○医師労働時間短縮計画等に基づく時間外労働時間の短縮の取組
○宿日直許可や特定労務管理対象機関の指定の取得 ○各種情報システムの活用やオンライン診療の導入
○意識改革・啓発等のための研修会の実施 ○県民理解の醸成
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【参考】岩手県立病院等の経営計画〔2019-2024〕の概要について
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・ 新公立病院改革ガイドライン（H27総務省）に定める「新公立病院
改革プラン」としても位置付け

・ 岩手県保健医療計画2018－2023の内容を踏まえたもの

１ 計画期間 令和元年度～令和６年度
２ 計画の概要
（１） 基本理念・基本方針・基本方向
（２） 県立病院が担うべき役割と機能
（３） 実施計画

・各病院の役割、機能
・職員配置計画
・収支目標 等

３ 計画の進行管理



（１）県立病院間・他の医療機関及び介護施設等を含めた役割分担と地域連携の推進
【県立病院群の一体的・効率的な運営】
● 基幹病院に医療技術職員等を重点的に配置するとともに、圏域内での効率的な職員の配置、支援体制の構築等、一体的な運営に向けて取り組みます。

【病床機能適正化】

● 一般病床及び療養病床の病床利用率が、「新公立病院改革ガイドライン」に示されている過去３年連続して70％未満となっている病院については、地域の医療ニーズを考慮し
たうえで、病床機能、病床数・病棟数の見直しを行う。

【他の医療機関・介護施設等との役割分担と連携】

● 地域医療構想調整会議の協議状況や地域の医療ニーズ等を随時把握し、病院ごとの役割・機能を見直す。

● 高齢者人口がピークを迎え団塊の世代が75歳以上となる2025年までに各市町村が地域包括ケアシステムを構築する必要があることから、市町村や介護施設等と連携して地域包
括ケアシステム構築に参画する。

（２）良質な医療を提供できる環境の整備
【医療の質の確保】
● クリニカルパスの精度を高めるとともに、患者のＱＯＬに配慮した運用が図られるよう、ベンチマークの活用による標準化や各病院のＤＰＣ分析によりパスの見直しを推進する。

【病院の施設・設備の整備】
● 高度医療機器を整備する際は、地域ニーズや圏域内の整備状況を考慮したうえで、その必要性、有用性等を十分に精査し、効率的な整備を進める。

（３）医師不足解消に向けた医師の育成・確保と医師の負担軽減に向けた取組の推進
【医師の育成・確保】
● 関係大学等への継続した派遣を要請するとともに、招聘の可能性の高い医師に対して重点的にアプローチするなど、即戦力医師の招聘活動を継続する。

● 若手医師が、初期臨床研修医から新専門医制度に対応した県立病院の専門研修プログラム専攻医として勤務しながらキャリアアップが図られるよう、県立病院が連携して体制整
備を図り、専門医を養成する。

【医師の業務負担の軽減】
● 政府の医師の働き方改革に関する検討会での議論を踏まえ、タスク・シフティング（業務の移管）やタスク・シェアリング（業務の共同化：複数主治医制）等を推進する。

● 男性医師、女性医師ともに働きやすい職場環境となるよう、育児短時間勤務制度など多様な勤務形態による支援を行う。

（４）職員の資質向上と患者数等の動向や新規･上位施設基準の算定を踏まえた人員の適正配置
【人材の育成・確保】
● 医師の判断を待たずに、医師の指示のもとに作成された手順書に従い一定の診療補助を行うことが出来る特定行為に係る看護師や認定看護師等を計画的に養成する。

【働きやすい職場環境】
● ワークライフバランスを考慮した多様な勤務形態の導入に向けた取組みを推進する。

● 業務の見直しと職員の意識改革を通じて超過勤務の縮減や年次休暇の取得の促進に取り組む。

【職員の適正配置】
● 医療の質の向上や安全安心な医療の提供、職員の負担軽減、人材育成などを進めながら職員の適正配置を図る。

（５）持続可能な経営基盤の確立
【収益の確保】
● 診療報酬改定内容の的確な把握に努め、診療報酬改定説明会や各病院の届出状況の情報共有により、新規・上位施設基準の早期算定に向けた院内体制等の整備に取り組む。

【費用の効率的執行】
● 必要な人材を確保するため適正な給与水準を維持するとともに、業務の見直しと職員の意識改革を通じて超過勤務の縮減に取り組む。 4

実施計画の概要



今後のスケジュールについて

時期
（予定）

地域医療構
想調整会議

現経営計画の改定 次期経営計画の策定

R5.8月頃
R5年度

（１回目）
・ガイドラインへの対応方針の提示
・今後のスケジュールの提示

R5.11月頃
R5年度

（２回目）
・素案の提示及び意見交換

R6.2月頃
R5年度

（３回目）
・最終案の提示 ・方向性の提示

R6.8月頃
R6年度

（１回目）
・素案の提示及び意見交換

R6.11月頃
R6年度

（２回目）
・最終案の提示

パブリックコメント実施

現経営計画改定（R6.3）

※作業の進捗状況により前後する場合があること。

○ 現経営計画は、第７次医療計画（現岩手県保健医療計画）の内容を踏まえるため、医療計画から１年遅れの令和元年度から令和６年度までを計
画期間とし策定している。（令和３年度に中間見直しを実施）

○ 次期経営計画も、第８次医療計画（次期岩手県保健医療計画）や、公立病院経営強化ガイドラインの内容を踏まえ、令和７年度から６か年を計画
期間とし、令和６年度に策定する。

○ なお、ガイドラインを踏まえ、令和５年度中に対応が必要と考えられるもの（医師の働き方改革、新興感染症、デジタル化への対応等）については、
先行して今年度中に現経営計画を改定して対応する。

パブリックコメント実施

次期経営計画改定

新興感染症（R6～）、デジタル化、医師
の働き方改革対応（R6~)への対応

前回協議資料
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R4.4.20
総務省説明会資料

岩手県医療局では、経営計画を旧ガイドライン上の「プラン」として位置づけて
おり、新ガイドラインへの対応についても、経営計画をプランとして位置付ける。
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